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■
「
日
野
町
国
民
保
護
計
画
」
を

策
定
し
ま
し
た
。

 　

日
野
町
で
は
、
こ
の
た
び
国
民

保
護
計
画
を
策
定
し
ま
し
た
。
こ

の
計
画
は
、
国
民
保
護
法
に
基
づ

き
、
全
市
町
村
が
今
年
度
中
に
策

定
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
 

本
町
で
は
、
今
年
１
月
ご
ろ
か

ら
国
民
保
護
協
議
会
の
開
催
や
意

見
募
集
な
ど
を
行
い
、
６
月　

日
１３

付
け
で
鳥
取
県
知
事
の
同
意
を
得

ま
し
た
。

　

計
画
の
内
容
は
、
万
一
の
有
事

や
大
規
模
な
テ
ロ
の
発
生
に
備
え

て
普
段
か
ら
準
備
し
て
お
く
事
項

か
ら
、
有
事
等
の
際
の
住
民
の
避

難
誘
導
な
ど
の
対
処
方
法
や
、
復

興
ま
で
の
対
策
を
ま
と
め
て
い
ま

す
。

　

計
画
書
は
、
役
場
総
務
企
画
課

と
黒
坂
支
所
の
窓
口
で
、
９
月　
２９

日
（
金
）
ま
で
閲
覧
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
ま
た
、
日
野
町
役
場

公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す

の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

担
当　

総
務
企
画
課
防
災
係　

伊

田
（
電
話　

‐
０
３
３
１
）

７２

■
特
別
障
害
給
付
金
制
度
の

お
知
ら
せ

　

国
民
年
金
に
任
意
加
入
し
て
い

な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
障
害
基

礎
年
金
な
ど
の
受
給
権
の
な
い
障

害
者
の
人
に
つ
い
て
、
特
別
障
害

給
付
金
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

対
象
に
な
る
の
は
、
昭
和　

年
６１

３
月
以
前
に
任
意
加
入
対
象
で

あ
っ
た
厚
生
年
金
・
共
済
組
合
な

ど
に
加
入
ま
た
は
受
給
な
ど
を
し

て
い
た
人
の
配
偶
者
と
、
平
成
３

年
３
月
以
前
に
任
意
加
入
対
象
で

あ
っ
た
学
生
で
、
当
時
加
入
し
て

い
な
か
っ
た
期
間
内
に
障
害
の
原

因
と
な
っ
た
傷
病
の
初
診
日
が
あ

り
、
現
在
障
害
基
礎
年
金
の
１
級
、

２
級
相
当
の
障
害
の
状
態
に
あ
る

人
で
す
。

　

な
お
、
障
害
基
礎
年
金
や
障
害

厚
生
年
金
、
障
害
共
済
年
金
な
ど

を
受
給
す
る
こ
と 
が
で
き
る
人

は
対
象
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
給
付
金
の
支
給
は
、
請

求
書
を
受
付
し
た
月
の
翌
月
か
ら

と
な
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
米
子
社
会
保
険
事

務
所
（
電
話 
０
８
５
９
‐　

‐
６

３４

１
１
１
）
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

■
行
政
書
士
無
料
相
談
所

　
　

　

県
行
政
書
士
会
西
部
支
部
で
は
、

遺
言
･
相
続
･
離
婚
・
悪
徳
商
法

被
害
･
交
通
事
故
な
ど
、
さ
ま
ざ

ま
な
悩
み
ご
と
の
相
談
を
受
け
付

け
る
無
料
相
談
所
を
、
毎
月
第
１

土
曜
日
に
開
い
て
い
ま
す
。
お
気

軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

開
催
日　

９
月
２
日
（
土
）、　

月
１０

７
日
（
土
）、　

月
４
日
（
土
）、

１１

　

月
２
日
（
土
）

１２時
間　

午
前　

時　

分
～
午
後
３

１０

３０

時
ま
で

場
所　

米
子
駅
前
サ
テ
ィ
４
階　

男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
会
議
室

※
相
談
無
料
、
秘
密
厳
守
（
行
政

書
士
は
、
法
律
で
厳
し
い
守
秘
義

務
が
課
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。）

http://www.town.hino.tottori.jp/

　８月３日、町役場で納税組合長会議を開きました。
　はじめに、１０年にわたり納税組合長を務められて
いる山根靖代さん（黒坂 1区 1班納税組合長）と長谷
部正人さん（黒坂 1 区 2 班納税組合長）に感謝状を贈
りました。
　その後、納税組合に関すること、町税などの改正点
などについて、住民課から次のとおり説明しました。

■主な説明事項
 

①納税組合報奨金の率の改定について
　平成１８年度は年度内納付１００㌫ の組合は３.０㌫、
１００㌫ 未満の組合は０.９㌫ としていますが、平成１９
年度はそれぞれ２.５㌫と０.７㌫、平成２０年度はそれぞ
れ２.０㌫ と０.５㌫ に改定します。
　
②平成１７年度町税収納状況及び平成１８年度町税賦課

状況について、それぞれ説明しました。

③町税等の主な改正点について
　

　町県民税…老年者控除の廃止（４８万円→廃止）
　　　　　　公的年金等控除の見直し
　　　　　　定率減税の縮減（１５㌫ →７.５㌫）
　

　固定資産税…税率の改正（１.５㌫→１.６㌫、※１０年　
　　　　　　間の時限措置）
　

　国民健康保険税…４０歳以上６５歳未満の人にかかる　　
　　　　　　　介護保険分の税率及び限度額の変更
　
　介護保険料…保険料段階を６段階に改正

このほか、町税について詳しくは、
役場住民課（電話７２‐０３３３）までお問合せください。

■納税組合長会議を開きました。
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■虐待を受けたと思われる児童を見つけたら、役場、児童相談所に相談･通報し

てください。
　相談 ･通報を受けた役場、児童相談所は、子どもの身柄の安全確認、緊急性の有無の判

断をし、児童の保護や親と子どもへのカウンセリングなど、適切な援助計画を立てます。　

　また、誰が相談・通報したかを漏らすことはありません。
　

■子育ての悩みをひとりで抱えていませんか？
　子育てで不安になったり、イライラしていませんか？

完璧な子育てなどありません。誰もが悩んだり、不安に

なったりします。気軽に相談してみましょう。
　

■児童虐待の通報 ･相談はこちらまで。

　自分が虐待をしてしまいそうだと感じたときもご相談

ください。
　

　●県米子児童相談所（電話０８５９‐３３‐１４７１）
　

　●役場健康福祉課（電話７２‐０３３４）

気
づ
い
た
ら　

　
　
　
　

支
え
て
知
ら
せ
て　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

見
守
っ
て　

身体的虐待
子どもを殴る、蹴る、たばこ

の火を押しつける、首をしめ

る、熱湯をかける、異物を飲

ませる、戸外に閉め出すなど。

ネグレクト（養育放棄など）
児童に食事を適切に与えな

い、衣類を着替えさせないな

どひどく不衛生なままにす

る、医師の診察を受けさせな

い、登校させない、車内 ･ 室

内に置き去りにするなど。

性的虐待
子どもに性的行為を強要す

る、性器や性交を見せる、ポ

ルノ写真の被写体にするな

ど。

心理的虐待
言葉による脅かし、子どもに

対する無視や拒否的態度、兄

弟姉妹間での著しい差別的

態度など。

保護者以外の同居人に

よる児童虐待と同じ行

為を保護者が見て見ぬ

ふりをしている場合も

ネグレクトの一類型と

して児童虐待になりま

す。

また、児童の目の前で

配偶者（事実婚を含む）

に対する暴力が行われ

ていることなど、児童

への被害が間接的なも

のについても児童虐待

になります。

■どんなことが児童虐待に

なるの？

子
ど
も
を
虐
待
か
ら
守
る
た
め
の
５
か
条

 

①
「
お
か
し
い
」
と
感
じ
た
ら
迷
わ
ず
相

談
・
通
報
を

 

②
「
し
つ
け
の
つ
も
り
…
」
は
言
い
訳

 

③
ひ
と
り
で
抱
え
込
ま
な
い

 

④
親
の
立
場
よ
り
子
ど
も
の
立
場

　

⑤
虐
待
は
あ
な
た
の
周
り
で
も
起
こ
り
う
る

　

県
内
の
児
童
相
談
所
に

お
け
る
児
童
虐
待
相
談
処

理
件
数
は
、
こ
こ
数
年
急

増
し
、
社
会
問
題
に
な
っ

て
い
ま
す
。

　

虐
待
を
受
け
て
い
る
お

そ
れ
が
あ
る
子
ど
も
を
見

つ
け
た
り
、
ま
た
、
自
分
自

身
が
虐
待
を
し
て
し
ま
い

そ
う
だ
と
感
じ
た
ら
、
ま

ち
や
児
童
相
談
所
に
相
談

し
、
子
ど
も
た
ち
を
地
域

で
守
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。


